
 

○ 安全・安心で住みやすいまちづくり 

（３）自治体ＤＸの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：デジタル統括室、関係各局 

（デジタル庁・総務省、関係各省庁） 

【本市の提案・要望】 

○ 地域の特性を生かした DXを推進するための継続的な財政支援 

○ 自治体システム標準化実現に向けた、移行期限の柔軟な対応、政令指定都市

に対応した標準仕様整備、補助上限額・対象事業の拡充 

【現状・課題】 

（地域の特性を生かした DXを推進するための継続的な財政支援） 

○ 本市では、データとデジタル技術を活用し、市民ニーズをくみとり、豊かで持続的な

成長・発展する大阪市を実現するため、令和４年度にＤＸを推進するための基本計画

となる「大阪市ＤＸ戦略」を策定し、令和５年度から本格的に事業を実施していくこ

ととしている。 

○ 国が策定した自治体ＤＸ推進計画（令和２年 12月 25日策定）においても、自治体が

重点的に取り組むべき事項・内容を示しているが、ＤＸの推進は少子高齢化の進展や、

近い将来に想定される労働力不足等の課題解決に向けて社会全体で長期的に取り組

むべきものであり、一律ではなく地域の特性に応じた国からの支援が不可欠であるた

め、国による継続的な財政支援が必要である。 

（自治体システム標準化実現に向けた、移行期限の柔軟な対応、政令指定都市に対応した標

準仕様整備、補助上限額・対象事業の拡充） 

○ 自治体ＤＸ推進計画における重点取組事項である自治体システムの標準化について

は、本市規模の自治体の移行作業には開発やテストなど他都市に比べて相当な時間が

必要となり、令和７年度末までに作業期間が不足することが見込まれる。また、全国

自治体が一斉に移行することによりベンダーが対応できない点も予測される。自治体

システム標準化について、本市が標準化対応に必要な移行作業を行い、かつ複数のベ

ンダーが参画し対応できるよう、十分な標準化移行期間を設定するなど移行期限につ

いて柔軟な対応が必要である。 

○ 国が定める各標準仕様書については、政令に基づく業務が簡素な記載に留まり、仕様

の詳細が不明である。また、本市行政サービスを維持するための大規模自治体ゆえの

効率化機能が標準仕様に反映されないことにより、行政運営の効率性が大きく損なわ

れ業務の停滞を招く恐れがある。そのため、政令市業務を十分考慮した標準仕様書を

策定する必要がある。 

○ 大都市のシステムは、機能やデータ量などが大規模のため移行には多大な経費が必要

であり、また、補助対象事業が標準化対象業務の移行に限定されており、一体的に稼

働している標準化対象外業務の対応が補助対象外事業とされているため、自治体の実

態に合わせた、デジタル基盤改革支援補助金の補助上限額及び補助対象事業の拡充が

必要である。 

 

担当：デジタル統括室、関係各局 



 

【移行期限の課題】  

  
 

【本市における補助金の上限額と申請状況について】 

   
 

【標準仕様と業務範囲並びに補助対象事業について】 

 


